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【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 本 体 に 固 定 さ れ る 固 定 部 材 と 、 前 記 固 定 部 材 に 対 し 回 動 可 能 に 設 け ら れ た 回 動 部
材 と を 有 し 、 前 記 回 動 部 材 の 回 動 操 作 量 に 応 じ て 遊 技 媒 体 の 発 射 態 様 を 調 整 可 能 な 操 作 部
と 、
　 前 記 回 動 部 材 に 遊 技 者 が 触 れ て い る こ と を 検 出 し 、 そ の 検 出 結 果 に 基 づ き 前 記 遊 技 媒 体
の 発 射 を 許 容 し 、 前 記 回 動 部 材 の 操 作 に 基 づ き 前 記 遊 技 媒 体 を 発 射 す る 遊 技 媒 体 発 射 手 段
と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 回 動 部 材 と 前 記 遊 技 媒 体 発 射 手 段 と は 、 電 気 的 に 導 通 可 能 と な る よ う 所 定 の 接 続 部
材 に よ り 接 続 さ れ る と と も に 、
　 前 記 接 続 部 材 は 、 そ の す べ て の 電 気 的 接 点 に お い て 、 少 な く と も 前 記 回 動 部 材 の 回 動 に
伴 っ て 前 記 電 気 的 接 点 に お け る 各 部 材 の 接 触 量 が 変 化 し な い よ う に 接 続 さ れ て い る こ と を
特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 遊 技 機 本 体 に 固 定 さ れ る 固 定 部 材 と 、 前 記 固 定 部 材 に 対 し 回 動 可 能 に 設 け ら れ た 回 動 部
材 と を 有 し 、 前 記 回 動 部 材 の 回 動 操 作 量 に 応 じ て 遊 技 媒 体 の 発 射 態 様 を 調 整 可 能 な 操 作 部
と 、
　 前 記 回 動 部 材 に 遊 技 者 が 触 れ て い る こ と を 検 出 し 、 そ の 検 出 結 果 に 基 づ き 前 記 遊 技 媒 体
の 発 射 を 許 容 し 、 前 記 回 動 部 材 の 操 作 に 基 づ き 前 記 遊 技 媒 体 を 発 射 す る 遊 技 媒 体 発 射 手 段
と を 備 え た 遊 技 機 に お い て 、
　 一 端 部 を 前 記 回 動 部 材 に 接 続 し 、 他 端 部 を 前 記 遊 技 媒 体 発 射 手 段 に 接 続 す る こ と に よ り
、 前 記 回 動 部 材 と 前 記 遊 技 媒 体 発 射 手 段 と を 電 気 的 に 導 通 可 能 と す る 接 続 線 を 備 え た こ と
を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 回 動 部 材 の 回 動 操 作 量 は 所 定 量 の 範 囲 内 で 制 限 さ れ て い る と と も に 、
　 前 記 接 続 線 は 、 前 記 回 動 操 作 量 に 対 応 す る た め 弛 緩 し た 状 態 で 配 設 さ れ て い る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 回 動 部 材 に は 、 そ の 固 定 部 材 側 と は 反 対 側 に 回 動 軸 と 略 直 交 す る 略 平 面 部 が 形 成 さ
れ て い る と と も に 、 少 な く と も 前 記 接 続 線 の 回 動 部 材 側 端 部 が 前 記 略 平 面 部 に 取 り 付 け ら
れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 遊 技 機 。
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